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（発送日）2023年６月６日

（電子提供措置の開始日）2023年５月30日
株　主　各　位

東京都港区虎ノ門一丁目３番１号
株 式 会 社 カ オ ナ ビ
代表取締役社長Co-CEO 佐 藤 寛 之

当社ウェブサイト
URL: https://corp.kaonavi.jp/ir/library/convocation_notice/

QRコード

東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）

URL:
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

QRコード

第15期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第15期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの
で、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「カオナビ」又は「コ
ード」に当社証券コード「4435」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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１．日 時 2023年６月22日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 東京都港区赤坂一丁目８番１号

赤坂インターシティAIR　４F（入口３F）
赤坂インターシティコンファレンス　401

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第15期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件

　なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネット（スマート行使）により議決
権を行使することができます。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使につい
てのご案内」（４頁）に従い、2023年６月21日（水曜日）午後５時までに議決権を行使くださ
いますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください。

［インターネット（スマート行使）による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしてい
ただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載されております、「議決権
行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を
上記の行使期限までにご入力ください。

敬　具
記

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

２．本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送
りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規
定に基づき、お送りする書面には記載しておりません
①　事業報告の「新株予約権等の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
②　計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等
委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

３．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト
において、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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事前質問受付フォーム
URL: https://forms.gle/8uw8DPUZa66fTuT16

QRコード

事前質問の受付についてのご案内

　当日株主総会会場にご来場されない株主様に向けて、下記の事前質問受付フォームにおきまし
て、事前質問を承ります。
　ご質問は株主総会の目的事項に関わる内容で株主様お一人当たり１つに限らせていただきます。
株主の皆様のご関心が特に高い事項については、株主総会当日に回答をさせていただく予定です
が、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

【受付方法】
　下記の事前質問受付フォームより株主番号、お名前、ご質問内容をご記入ください。

【受付期間】
　2023年６月１日(木曜日)から2023年６月15日(木曜日)まで
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月22日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前９時30分）

2023年６月21日（水曜日）
午後５時入力完了分まで

2023年６月21日（水曜日）
午後５時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を
ご入力ください。

２

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力
ください。

３

「パスワード」を入力

実際にご使用になる新
しいパスワードを設定
してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」をクリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く９:00～21:00）
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株 主 総 会 参 考 書 類

第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
　当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応す
るため、現行定款第２条（目的）において目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り
下げを行うものであります。
　また、多様で柔軟な働き方を継続・発展させていく中で、当社に適したオフィスの規模や機
能、中長期的な固定費削減などの事項を検討した結果、本社オフィスを移転することを決定し、
現行定款第３条に定める本店の所在地を「東京都港区」から「東京都渋谷区」に変更するもので
あります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。
　なお、第３条の変更につきましては、2023年６月30日までに開催される取締役会において決
定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附
則を削除することといたします。
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現 行 定 款 変 更 案

第１章　総則

（目的）

第２条　（条文省略）

（１）～（２）　（条文省略）

（新設）

（３）～（６）　（条文省略）

（新設）

（７）～（12）　（条文省略）

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都港区に置く。

第８章　附則

（監査役の責任免除に関する経過措置）

第41条　（条文省略）

（新設）

第１章　総則

（目的）

第２条　（現行どおり）

（１）～（２）　（現行どおり）

（３）インターネット、イントラネットを利用した

システムの販売代理業務

（４）～（７）　（現行どおり）

（８）イベントの企画及び実施並びに関連する

サービスの提供

（９）～（14）　（現行どおり）

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

第８章　附則

（監査役の責任免除に関する経過措置）

第40条　（現行どおり）

（本店の所在地に関する経過措置）

第41条　第３条（本店の所在地）の変更は、2023年

６月30日までに開催される取締役会において

決定する本店移転日をもってその効力を生じ

るものとし、本条は、本店移転の効力発生日

経過後、これを削除する。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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候補者
番　号 1

　

さ

佐
とう

藤
 

　
ひろ

寛
ゆき

之
　生年月日

1979年５月18日
所有する当社の株式数

363,000株
取締役会出席状況（出席率）

16／16回（100％）
　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2003年    4 月 株式会社リンクアンドモチベーション入社
    2008年11月 シンプレクス株式会社入社
    2011年    9 月 当社取締役

2017年    6 月 当社取締役副社長
    2019年    4 月 当社取締役副社長 COO

2022年    6 月 当社代表取締役社長 Co-CEO（現任）
取締役候補者とした理由
　カオナビ事業の創業以来、共同創業者として、優れた戦略実行力とリーダーシップを発揮し、当社ビジネス
の発展を牽引してまいりました。営業・マーケティング分野をはじめ、会社経営に関する豊富な経営経験と知
見を有しており、今後も当社企業価値のさらなる向上と持続的な成長に貢献できるものと判断したため、引き
続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者
番　号 2

　

やなぎ

柳
はし

橋
 

　
ひろ

仁
き

機
　生年月日

1975年７月６日
所有する当社の株式数

3,206,880株
取締役会出席状況（出席率）

16／16回（100％）
　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2000年    6 月 アクセンチュア株式会社入社
    2002年    7 月 株式会社アイスタイル入社
    2008年    5 月 当社設立 代表取締役
    2019年    4 月 当社代表取締役社長 CEO

2022年    6 月 当社代表取締役 Co-CEO（現任）

取締役候補者とした理由
　当社の創業者として強いリーダーシップを発揮し、揺るぎない経営ビジョンのもと、当社ビジネスの発展を
牽引してまいりました。技術分野をはじめ、長年にわたる代表取締役としての豊富な経営経験と知見を有して
おり、今後も当社企業価値のさらなる向上と持続的な成長に貢献できるものと判断したため、引き続き取締役
候補者として選任をお願いするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）４名全員は、本定時株主総
会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであ
ります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号 ３

　

はし

橋
もと

本
 

　
きみ

公
たか

隆
　生年月日

1980年１月23日
所有する当社の株式数

17,800株
取締役会出席状況（出席率）

16／16回（100％）
　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2004年    11月 三洋電機株式会社入社
    2006年    4 月 三菱UFJ証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証

券株式会社）入社
    2018年    8 月 当社入社 執行役員 IPO準備室長
    2019年    2 月 当社執行役員 経営戦略室長
    2019年    4 月 当社執行役員 CFO
    2019年    6 月 当社取締役 CFO（現任）

取締役候補者とした理由
　金融分野における実務経験や豊富な専門知識に加え、当社の事業・財務戦略において重要な役割を果たして
おり、今後も当社のさらなる企業価値向上と持続的な成長に貢献できるものと判断したため、引き続き取締役
候補者としての選任をお願いするものであります。

候補者
番　号 ４

　

こ

小
ばやし

林
 

　
すぐる

傑
　生年月日

1977年12月13日
所有する当社の株式数

ー
取締役会出席状況（出席率）

16／16回（100％）
　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2000年    4 月 株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社
    2003年    2 月 株式会社リンクアンドモチベーション入社
    2011年    7 月 株 式 会 社 フ ィ ー ル ド マ ネ ー ジ メ ン ト （ 現 株 式 会 社FIELD 

MANAGEMENT STRATEGY）入社 マネージングディレクター
    2015年    1 月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース設立 

代表取締役（現任）
    2018年    6 月 当社社外取締役（現任）

2022年    5 月 株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY 執行役員
マネージングディレクター（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　人材コンサルティング分野における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営全般に
関する助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断したため、引き
続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。また、同氏には上記の知識や経験等を活かし
て、社外取締役として経営者の視点から、経営の監督、チェック機能等の向上に貢献していただくことを期待
しております。
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（注）１．小林傑氏は株式会社フィールドマネジメント・ヒューマンリソースの代表取締役であり、当社は同社との間
で給与制度のコンサルティングに関する業務委託契約を締結しておりましたが、既に取引関係は終了してお
ります。その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は
相互に大きく依存する状況にはございません。その他、各候補者及び候補者の重要な兼職先と当社との間に
は特別の利害関係はありません。

２．小林傑氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
３．小林傑氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもって５年となりま

す。
４．当社は、小林傑氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最
低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定でありま
す。

５．当社は、小林傑氏を東京証券取引所の定め及び当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に基づく独立役
員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員として指定する予定
であります。

６．当社は、当社の取締役全員が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要については事業報告の「３．（３）
役員等賠償責任保険契約の概要」（22頁）に記載のとおりであります。本議案が原案どおり承認され、各
候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該
保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

７．佐藤寛之氏、柳橋仁機氏及び橋本公隆氏は現在当社の取締役であり、当社における担当は、事業報告の
「３．(１)取締役の状況」（20頁）に記載のとおりであります。

８．柳橋仁機氏の所有する当社の株式数につきましては、同氏の資産管理会社である柳橋事務所株式会社が所有
する株式数300,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。

以上
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(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)
事　 業　 報　 告

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当社は、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパ

ーパスのもと、テクノロジーによって一人ひとりの個性や才能を理解することで、個人のキャ
リア形成や働き方が多様化される社会の実現を目指しております。その実現のため、「人材情
報を一元化したデータプラットフォームを築く」というビジョンを掲げ、企業の人材情報をク
ラウド上で一元管理し、データ活用のプラットフォームとなるタレントマネジメントシステム
『カオナビ』を提供しております。

生産年齢人口の減少を背景に、生産性の向上、多様な働き方への対応、人材の定着や離職防
止、採用の強化など、企業はさまざまな人事課題を抱えています。その解決に向けて、タレン
トマネジメントシステムの導入ニーズは高まっており、その市場は今後さらなる拡大が見込ま
れております。

このような環境の中、当社は継続的な売上高成長の実現に向けて、サービス認知度向上を加
速するためのマーケティング活動、人材採用や育成をはじめとした組織体制の強化、顧客体験
価値の向上に向けたプロダクトのアップデート、さらには、既存顧客に対するカスタマーサク
セスの活動にも注力して取り組んでまいりました。

この結果、当事業年度末におけるARR（注１）は前事業年度末比29.7％増の6,369百万円、
『カオナビ』の利用企業数は同22.5％増の3,059社、ARPU（注２）は同5.8％増の174千円
となりました。また、解約率（注３）の直近12ヶ月平均は0.51％（同0.05ポイント減）とな
り、低い水準を維持しております。

以上の結果、当事業年度における当社の経営成績は、売上高5,990,097千円（前事業年度比
33.2％増）、営業利益322,301千円（前事業年度比85.1％増）、経常利益317,053千円（前
事業年度比93.9％増）、当期純利益は246,397千円（前事業年度比17.3％増）となりまし
た。

また、当社の事業はタレントマネジメントシステム『カオナビ』の単一セグメントですの
で、セグメント別の記載は省略しております。

（注）１．ARR
　Annual Recurring Revenueの 略 で 、 四 半 期 末 のMRR（Monthly Recurring 
Revenueの略で月額利用料の合計）を12倍して算出しています。なお、MRRは管理
会計上の数値です。
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２．ARPU
　Average Revenue Per Userの略で、四半期末のMRRを利用企業数で除して計算
しています。

３．解約率
　MRRの解約率を示しており、当月の解約により減少したMRRを前月末のMRRで除
して計算しています。

②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は24百万円で、その主な内
訳は、大阪オフィスにおける内装工事等14百万円、大阪オフィスにおける内装工事に伴う什
器等の取得費４百万円及び「KAONAVI TOWN PROJECT」におけるレゴ制作等６百万円で
あります。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、当事業年度中において、総額60百万円の出資を実施いたしました。
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区 分 第 12 期
(2020年３月期)

第 13 期
(2021年３月期)

第 14 期
(2022年３月期)

第 15 期
(当事業年度)

(2023年３月期)
売 上 高 (百万円) 2,625 3,402 4,496 5,990
経 常 利 益 又 は　　　
経 常 損 失 （ △ ） (百万円) △280 △16 164 317
当 期 純 利 益 又 は　　
当期純損失（△） (百万円) △357 △131 210 246
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は　
１株当たり当期純損失（△） (円) △32.89 △11.59 18.30 21.32

総 資 産 (百万円) 2,398 3,014 3,993 4,623

純 資 産 (百万円) 995 961 1,208 1,491

１株当たり純資産 (円) 90.94 84.43 104.86 128.77

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が
第12期の期首に行われたと仮定して、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）
及び１株当たり純資産を算定しております。

２．１株当たり当期純利益及び１株当たり当期純損失（△）は自己株式控除後の期中平均発行
済株式数により、また１株当たり純資産は、自己株式控除後の期末発行済株式数により算
出しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第14期の
期首から適用しており、第14期及び当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等
を適用した後の数値であります。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
①　サービスの普及拡大

　生産年齢人口の減少を背景に、生産性の向上、多様な働き方への対応、人材の定着や離職防
止、採用の強化など、企業はさまざまな人事課題を抱えています。その解決に向けて、タレン
トマネジメントシステムの導入ニーズは高まっており、その市場は今後さらなる拡大が見込ま
れております。
　一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会が発表した「企業IT動向調査報告書 2022」
（2021年度調査）によると、人材のスキルの見える化や人員配置の最適化等の課題が顕在化
し、2020年度調査と比較して幅広い業界でタレントマネジメントを導入・検討する動きが広
がっています。
　当社は、今後も新規顧客の獲得に向けて、費用対効果を検討した上での積極的な広告宣伝な
どを通じたサービスの認知度向上を図るとともに、営業リソースの拡充や顧客獲得プロセスの
継続的な改善、紹介パートナー及びセールスパートナーの拡大など営業機能の強化に努めてま
いります。

②　顧客エンゲージメントの強化
　当社のサービスを普及させていくには、既存顧客との関係性を強化し、継続的に『カオナ
ビ』を利用していただくことも重要な課題であると認識しております。当社は、これまで『カ
オナビ』の導入や定着の支援、カオナビキャンパスを通じたセミナーやユーザー会など顧客エ
ンゲージメント強化のための取り組みに注力してまいりました。
　今後、これらの活動をより一層強化・推進して、顧客に『カオナビ』の導入効果を最大限享
受していただくことに努めてまいります。

③　サービスの改善と機能拡充
　インターネット業界においては常に技術革新が起こっており、競争優位性を維持していくこ
とは容易ではありません。
　当社は、新規顧客の獲得及び既存顧客の継続的なサービス利用のため、このような技術トレ
ンドを捉えた製品開発を継続してまいります。当事業年度におきましては、既存機能の複数の
アップデートに加えて、チームビルディングのためのイメージシェアツール「クリエイティブ
マップ」や人的資本データ可視化ツール「カスタムガジェット」をリリースいたしました。
　今後も、細やかな改善を積み重ねることでユーザビリティを徹底的に追求するとともに、多
様化する顧客ニーズや潜在的な要望を的確に捉えた機能開発を行い、顧客価値の向上を目指し
た継続的なサービスの改善、機能の拡充に努めてまいります。
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④　情報管理体制の継続的な強化
　当社は、顧客の従業員に関する個人情報を預かっており、その情報管理を強化していくこと
が重要な課題であると認識しております。当社はプライバシーマークを取得し、個人情報保護
方針及び社内規程に基づき管理を徹底しておりますが、今後も継続して社内教育・研修の実施
やシステムの整備などを行ってまいります。

⑤　セキュリティの継続的な向上
　当社サービスの継続利用の前提として、セキュリティの確保は必要不可欠であると考えてお
ります。当社では、ISO27001（ISMS認証）、ISO27017（ISMSクラウドセキュリティ認
証）を取得して継続的なセキュリティマネジメント体制を構築しており、「政府情報システム
のためのセキュリティ評価制度（ISMAP）」のクラウドサービスリストにも登録されていま
す。また、外部業者による脆弱性診断を継続的に実施し必要な対策を取るとともに、全社員に
対しても年次のセキュリティ研修や標的型攻撃メール訓練を実施することで、セキュリティの
向上に努めております。当該対策には終わりはないと認識しており、今後も継続してセキュリ
ティ向上に向けた対策を行ってまいります。

⑥　組織体制の強化
　当社の持続的な事業成長には、多岐にわたる経歴を持つ優秀な人材を採用・育成し、組織体
制を整備していくことが重要であると考えております。当社は、働く場所や時間に縛られず自
分に合った働き方を選択できるMy Work Style制度を導入し、従業員の働きがいや生産性の
向上を図る取り組みを行っております。このような多様で柔軟な働き方を継続・発展させてい
くため、当社に適したオフィスの規模や機能、中長期的な固定費削減を検討した結果、2023
年７月に本社を移転することといたしました。
　今後も、当社のパーパスに共感し、高い意欲を持った優秀な人材を採用していくため、積極
的な採用活動を行っていくとともに、従業員が働きやすい環境の整備や人事制度の構築、教
育・研修体制の充実化に努めてまいります。

⑦　サステナビリティへの取り組み
　気候変動問題への対応を含めた持続可能な社会の実現は、当社の持続的な成長の前提であ
り、これに貢献していくことが重要であると考えております。当社は、「ステークホルダーの
期待」と「パーパスとの関連度」の観点から、当社が対応すべき社会課題を抽出し、2023年
２月に当社が取り組むべき重要課題（マテリアリティ）を特定、開示いたしました。これらの
重要課題に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献し、パーパスの実現を目指してまい
ります。
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事業を通じた
社会貢献

個を尊重する社会の実現

従
業
員

　

□● 従業員の基本的権利
□● ダイバーシティ＆インクルージョン
□● 労働安全衛生
□● 従業員研修と能力開発

社
会

　

□● バリューチェーンにおける人権尊重
□● コミュニティ参画・開発
□● ステークホルダーコミュニケーション

脱炭素社会の実現 □● 気候変動対応
□● エネルギー使用

事業基盤

安全で使いやすい
データプラットフォーム

□● 顧客責任
□● データセキュリティ・プライバシー

透明・公正なビジネス □● コーポレートガバナンス
□● 腐敗防止

【ご参考】
　当社のマテリアリティ（重要課題）
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事 業 区 分 事 業 内 容
ク ラ ウ ド 人 材
マ ネ ジ メ ン ト
シ ス テ ム 事 業

クラウドタレントマネジメントシステム『カオナビ』の提供

⑸　主要な事業内容（2023年３月31日現在）

本 社 東京都港区

営 業 所 大阪府大阪市、愛知県名古屋市、福岡県福岡市

⑹　主要な事業所（2023年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

283 名 54名増 33.5歳 ２年４ヶ月

⑺　使用人の状況（2023年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 143百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 184百万円

⑻　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．株式の状況（2023年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 36,544,000株

⑵　発行済株式の総数 11,581,700株

⑶　株主数 2,778名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
柳 橋 仁 機 2,907千株 25.1％
合 同 会 社 R S I フ ァ ン ド １ 号 2,460 21.2
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ) 889 7.7

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 476 4.1

佐 藤 寛 之 363 3.1
N O R T H E R N  T R U S T  C O . ( A V F C )
R E  I E D U  U C I T S  C L I E N T S  N O N
T R E A T Y  A C C O U N T  1 5 . 3 1 5  P C T

347 3.0

G O L D M A N ,  S A C H S  &  C O .  R E G 330 2.8
S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D
T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 0 0 1 315 2.7

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D
T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 3 0 3 302 2.6

柳 橋 事 務 所 株 式 会 社 300 2.6

（注）１．新株予約権の行使により、発行済株式の総数は37,800株増加しております。
２．2022年６月10日付で従業員14名に対して、譲渡制限株式ユニットに関する新株式を発行し

たことにより、発行済株式の総数は3,900株増加しております。
３．2022年８月３日付で取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）３名に対し

て、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行したことにより、発行済株式の総数は18,000株
増加しております。

４．2022年11月11日付で従業員16名に対して、譲渡制限株式ユニットに関する新株式を発行し
たことにより、発行済株式の総数は3,200株増加しております。

⑷　大株主

（注）１．持株比率は自己株式（280株）を控除して計算しております。
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２．柳橋事務所株式会社は、当社代表取締役Co-CEOである柳橋仁機が株式を保有する資産管理会
社であります。

⑸　当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
　当社は取締役（社外取締役を除く。）を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当該報酬制度に基づき、当事業年度中に当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）３名に対して当社普通株式18,000株を交付しております。当社の当該報酬制度の概要は
「３．（４）②ロ．譲渡制限付株式報酬」（24頁）のとおりであります。
　なお、社外取締役を対象とする株式報酬制度はありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
社 長 Co-CEO 佐 藤 寛 之 アカウント本部、カスタマーエンゲージメント本部、

マーケティング本部所管

代 表 取 締 役 Co-CEO 柳 橋 仁 機 プロダクト本部所管

取 締 役 C F O 橋 本 公 隆 財務担当、コーポレート本部所管

取 締 役 小 林 　 傑
株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGY
執行役員 兼 マネージングディレクター
株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース
代表取締役

取締役（監査等委員長） 山 田 啓 之
Unipos株式会社 社外監査役
株式会社QDレーザ 社外取締役（監査等委員）
Axella総合会計事務所 代表

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 崔 　 真 淑 株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 生 田 美 弥 子
北浜法律事務所東京事務所 パートナー/弁護士
独立行政法人環境再生保全機構 監事（非常勤）
株式会社ルネサンス 社外監査役
ピー・シー・エー株式会社 社外監査役

３．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１．取締役崔真淑氏の戸籍上の氏名は、石原真淑氏であります。
２．取締役生田美弥子氏の戸籍上の氏名は、大橋美弥子氏であります。
３．取締役小林傑氏、山田啓之氏、崔真淑氏、及び生田美弥子氏は、社外取締役であります。
４．取締役山田啓之氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
５．取締役生田美弥子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
６．当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しておりま

す。監査等委員会の下に補助及び支援のため、監査等委員会事務局を設置し、事務局を通じて
適時に情報を収集及び共有することで監査の実効性を高めていることから、常勤の監査等委員
は選定しておりません。

７．取締役小林傑氏、山田啓之氏、崔真淑氏、及び生田美弥子氏の４氏を、東京証券取引所の定め
及び当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

８．2022年６月22日開催の第14期定時株主総会において、生田美弥子氏は新たに監査等委員であ
る取締役に選任され、就任いたしました。
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＜ご参考＞
社外役員の独立性判断基準

　当社の社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）が独立性を有すると判断するためには、以下の
いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
１．当社の業務執行者（注１）又は過去10年以内に当社の業務執行者であった者
２．当社の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該主要株主

が法人である場合は当該法人の業務執行者、及び過去５年間においてこれらに該当していた者
３．当社を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
４．当社の主要な取引先である者（注３）又はその業務執行者
５．当社から一定額（注４）を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法

人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
６．現在又は過去３年間において、当社の会計監査人であった監査法人の社員、パートナー又は従業員であ

る者（現在退職又は退所している者を含む）
７．上記６に該当しない者であって、当社から役員報酬以外に、一定額（注４）を超える金銭その他の財産

上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者
が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

８．上記１から７に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

（注）１．「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執
行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者、及び使用人を
いう。

２．「当社を主要な取引先とする者」とは、「過去３事業年度におけるその者（又は会社）の年間連
結売上高の２%以上の支払いを当社から受けた者（又は会社）」をいう。

３．「当社の主要な取引先である者」とは、「過去3事業年度における当社の年間売上高の２%以上の
支払いを当社に行っている者（又は会社）、直近事業年度末における当社の総資産の２％以上の
額を当社に融資している者（又は会社）」をいう。

４．「一定額」とは、「過去3事業年度における支払金額が年間平均1,000万円（当該財産上の利益を
受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の
２％を超える金銭その他の財産上の利益。）」をいう。

５．「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、監査役（社外監査役を除く。）、
執行役員及び本部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
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⑵　責任限定契約の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項並びに当社の定款の定めに基づき損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第１項に定める額を最低責任限度額としております。

⑶　役員等賠償責任保険契約の概要
　当社は当社の役員及び執行役員の全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が
会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者
が被る、損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。ただし、私的な利益又は便宜の
供与を違法に得たこと、犯罪行為又は法令違反を認識しながら行った行為に起因する場合等につ
いては、上記保険契約の補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれ
ないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社が負担しております。

⑷　取締役及び監査役の報酬等
①　取締役の報酬等の内容に係る決定方針及び取締役報酬の決定プロセス

　当社は、2022年６月22日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議しております。
　取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法
及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該
決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針】
イ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位等を踏ま
えた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報
酬及び中長期のインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社
外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみとする。
　また、当社の取締役に確定拠出年金掛金（事業主負担分）を支給する場合は、以下に掲げる
固定報酬の取扱いに準じて支給する。
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ロ．固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の固定報酬の具体額については、役位、担当職務、貢献度、在任年数に応じて
他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと
する。

ハ．非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の個人別の報酬の額又は数の算定方法の決定に関する
方針

　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、役位、担当職務、貢献度、在任年数のほか、当
該取締役の固定報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの
とする。

ニ．固定報酬（金銭報酬）の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合の決定に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度、在任年数のほ
か、当社の業績、過去に付与した非金銭報酬等、当社株式の保有数等を総合的に勘案して決定
するものとする。

ホ．取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
　固定報酬については月例とし、譲渡制限付株式報酬の付与については特段の事情がない限り
株主総会決議後遅滞なく行うものとする。

ヘ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長佐藤寛之がその具体的内容
について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び譲渡制限付
株式報酬の額又は株式数の決定である。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切
に行使されるよう、各取締役の固定報酬の額並びに各取締役の譲渡制限付株式報酬の額及び株
式数の概要について審議するものとし、代表取締役社長は、この審議内容を尊重するものとす
る。
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②　取締役報酬の内容
　当社の取締役報酬は現金の支給による固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されておりま
す。

イ．固定報酬
　取締役の報酬限度額は、2022年６月22日開催の第14期定時株主総会において、年額
300,000千円以内（うち社外取締役分は30,000千円以内）と決議いただいており、当該株主
総会の決議に係る取締役の員数は４名（うち社外取締役は１名）であります。
　各取締役の固定報酬の額については、会社全体のことを把握し各取締役の貢献度等を適切に
判断することができるという理由から、取締役会において具体的内容について委託を受けた代
表取締役社長が、各取締役の役位、担当職務、貢献度、在任年数に応じて他社水準、当社の業
績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

ロ．譲渡制限付株式報酬
　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」とい
う。）は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、以下のいずれかの方法で当社の普通株式の発行
又は処分を受けることとなります。

・対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株
式の発行又は処分を行う方法（以下「無償交付」という。）

・対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権
の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法
（以下「現物出資交付」という。）

　無償交付の場合は、金銭の払込み等は要しませんが、１株につき各取締役会決議の日の前営
業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場
合は、それに先立つ直近取引日の終値。）その他公正な評価額を基礎として対象取締役の報酬
額を算出し、現物出資交付の場合は、当該発行又は処分に係る現物出資に充当する金銭報酬債
権を支給します。なお、現物出資交付の場合、当該発行又は処分の１株当たりの払込金額は、
各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日
に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。）を基礎として、対象取締
役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。
　本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若
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しくは退職する日までの期間、又は２年以上で当社の取締役会が定める期間としております。
　2022年６月22日開催の第14期定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株
式報酬制度に関する報酬として年額50,000千円以内、これにより発行又は処分をされる当社
の普通株式の総数は年20千株以内と決議いただいており、当該株主総会の決議に係る対象取
締役の員数は３名であります。
　各取締役の具体的な譲渡制限付株式報酬の額については、会社全体のことを把握し各取締役
の貢献度等を適切に判断することができるという理由から、取締役会において具体的内容につ
いて委託を受けた代表取締役社長が、各取締役の役位、担当職務、貢献度、在任年数のほか、
当該取締役の固定報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定してお
ります。

③　監査等委員である取締役の報酬の内容
　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年６月22日開催の第14期定時株主総会に
おいて、年額25,000千円以内と決議いただいており、当該株主総会の決議に係る監査等委員
である取締役の員数は３名であります。

④　監査役の報酬の内容
　当社は2022年６月22日開催の第14期定時株主総会決議に基づき同日付で監査等委員会設
置会社に移行しておりますが、監査等委員会設置会社移行前に係る監査役の報酬限度額は、
2020年６月25日開催の第12期定時株主総会において、年額25,000千円以内と決議いただい
ており、当該株主総会の決議に係る監査役の員数は４名であります。
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区 分 員 数 報 酬 等 の
総 額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額
金銭報酬

（ 固 定 報 酬 ）
非金銭報酬

（譲渡制限付株式報酬）
取締役（監査等委員であるものを除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

５名
（２）

128百万円
（5）

96百万円
（5）

32百万円
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

３
（３）

16
（16）

16
（16） －

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４
（４）

3
（3）

３
（３） －

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

10
（７）

147
（24）

115
（24）

32
（－）

④　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．当社は2022年６月22日開催の第14期定時株主総会決議に基づき同日付で監査等委員会設置会社に
移行しております。

２．当社は取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象として譲渡制限付株式報酬
制度を導入しております。当該報酬制度の概要は「②ロ．譲渡制限付株式報酬」（24頁）に記載の
とおりであります。当事業年度における譲渡制限付株式報酬交付状況は、「２．（５）当事業年度中
に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況」（19頁）に記載しております。

３．譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に付与した譲渡制限付株式報酬のほか、過年度に付与した譲渡制
限付株式報酬のうち当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。

４．当社の各取締役の固定報酬の額並びに譲渡制限付株式報酬の額及び株式数については、「取締役の個
人別の報酬等の内容に係る決定方針」（22頁）に基づき、取締役会決議により一任された代表取締
役社長佐藤寛之氏が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。委任し
た理由は、代表取締役社長が、会社全体のことを把握し各取締役の貢献度等を適切に判断することが
できるという理由からであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行
使されるよう、各取締役の固定報酬の額並びに各取締役の譲渡制限付株式報酬の額及び株式数の概要
について審議をし、代表取締役社長は、この審議内容を尊重したうえで具体的に決定しております。

５．当社の監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役が高い客観性・独立性をもって経
営を監査する立場にあることから、固定報酬のみで構成され、毎月定額を支給しています。なお、各
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された限度額の範囲内で、監査等
委員である取締役の協議により決定しております。

６．上記の員数及び報酬額には、第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び監査役
４名を含んでおります。なお、社外取締役の１名は、監査等委員である取締役に就任しております。

７．監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行前に係るものであります。なお、社外監査役の
１名は、監査等委員である取締役に就任しております。
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⑤　社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役小林傑氏は、株式会社FIELD MANAGEMENT STRATEGYの執行役員兼マネージン
グディレクター及び株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソースの代表取締役
であります。

・取締役（監査等委員）山田啓之氏は、Unipos株式会社の社外監査役、株式会社QDレーザ
の社外取締役（監査等委員）及びAxella総合会計事務所の代表であります。

・取締役（監査等委員）崔真淑氏は、株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズの代表取
締役であります。

・取締役（監査等委員）生田美弥子氏は、北浜法律事務所東京事務所のパートナー/弁護士、
独立行政法人環境再生保全機構の監事（非常勤）、株式会社ルネサンスの社外監査役及び
ピー・シー・エー株式会社の社外監査役であります。

・当社は、取締役小林傑氏が代表取締役である株式会社フィールドマネジメント・ヒューマン
リソースと給与制度のコンサルティングに関する業務委託契約を締結しておりましたが、既
に取引関係は終了しております。その条件は第三者との通常の取引の条件と著しく相違する
ものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはございません。その
他、当社と各氏の各兼職先との間には特別の関係はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 小 林 　 傑

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。出席した取締
役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の
観点から適宜発言を行っております。また、社外取締役に期待される役割に関し、
人材コンサルティング分野における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を
活かして、社外取締役として経営者の視点から、経営の監督やチェックを行い、意
思決定の妥当性や適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 山 田 啓 之

当事業年度に開催された取締役会16回、監査役会４回及び監査等委員会10回の全
てに出席いたしました。監査等委員長として、出席した取締役会及び監査等委員会
において、主に財務・会計等に関し、税理士及び企業経営者としての豊富な経験と
専門的な見識により適宜発言をし、独立した客観的な立場から、当社の経営に対す
る実効性の高い監督及び監査を行っています。また、社外取締役に期待される役
割に関し、上記の知識や経験等を活かして、財務及び会計の専門職の視点から、
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び
経営の健全性確保を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 崔 　 真 淑

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回及び監査等委員会10回のうち９
回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、コーポレ
ートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な見識に基づき、
経営全般の観点から適宜発言をし、独立した客観的な立場から、当社の経営に対
する実効性の高い監督及び監査を行っています。また、社外取締役に期待される
役割に関し、経済・資本市場分析や金融リテラシーに関する見識を活かして、当
社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経
営の健全性確保を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 生田美弥子

2022年６月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回及
び監査等委員会10回のうち９回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査
等委員会において、法曹界における知識及び経験に基づき、弁護士としての企業
法務に関する専門的な見識により適宜発言をし、独立した客観的な立場から、当
社の経営に対する実効性の高い監督及び監査を行っています。また、社外取締役
に期待される役割に関し、国内外の個人データ保護法分野における専門性を活か
して、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監
督及び経営の健全性確保を確保するための適切な役割を果たしております。

②　当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28百万円

４．会計監査人の状況
⑴　名称　太陽有限責任監査法人

（注）2022年６月22日開催の第14期定時株主総会において、新たに太陽有限責任監査法人が
当社の会計監査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった有限責任 あずさ
監査法人は退任いたしました。

⑵　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算
出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしまし
た。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等の観点並びに有
効性、効率性及び経済性の観点から職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し
た旨およびその理由を報告いたします。
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５．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質
の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のため
の投資に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
　将来的には、各事業年度における経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく所存
でありますが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期は未定であります。
　内部留保資金については、財務体質を考慮しつつ今後の事業拡大のための資金として有効に活用
していく所存であります。
　自己株式の取得については、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために財務
状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

６．会社の支配に関する基本方針
　当社では財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定め
ておりません。

（注）１. 本事業報告に記載の金額及び株式数は、単位表示未満の端数を四捨五入して、比率について
は、小数点第２位以下を四捨五入して、それぞれ表示しております。

２. 記載金額には消費税等は含まれておりません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
減 価 償 却 累 計 額
建 物 （ 純 額 ）
工 具 器 具 備 品
減 価 償 却 累 計 額
工具器具備品（純額）

無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
敷 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産　

3,882,736
3,399,662
245,719
13,721
222,411
2,648
△1,426

740,176
88,620
213,806
△142,749
71,056
93,553
△75,989
17,564
5,770
221
5,549

645,786
86,097
376,877
3,164

179,648　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 3,066,602
買 掛 金 87,270
1年内返済予定の長期借入金 262,381
未 払 金 199,347
未 払 費 用 211,134
未 払 法 人 税 等 73,022
未 払 消 費 税 等 102,736
預 り 金 18,661
前 受 収 益 2,072,597
契 約 負 債 39,454

固 定 負 債 65,000
長 期 借 入 金 65,000

負 債 合 計 3,131,602
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,491,310
資 本 金 1,143,777
資 本 剰 余 金 1,133,777
資 本 準 備 金 1,133,777

利 益 剰 余 金 △785,217
そ の 他 利 益 剰 余 金 △785,217
繰 越 利 益 剰 余 金 △785,217

自 己 株 式 △1,026
純 資 産 合 計 1,491,310

資 産 合 計 4,622,912 負 債 純 資 産 合 計 4,622,912

貸　借　対　照　表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
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(2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 5,990,097

売 上 原 価 1,569,883

売 上 総 利 益 4,420,214

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,097,913

営 業 利 益 322,301

営 業 外 収 益

受 取 利 息 31

雑 収 入 50 81

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,139

株 式 交 付 費 1,191 5,329

経 常 利 益 317,053

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 27,856 27,856

税 引 前 当 期 純 利 益 289,197

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 77,347

法 人 税 等 調 整 額 △34,547 42,800

当 期 純 利 益 246,397

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松　亮一　　㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中瀬　朋子　　㊞

独立監査人の監査報告書
2023年５月16日

株式会社カオナビ
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
　東京事務所

　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カオナビの2022年４月１

日から2023年３月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第15期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、会社の内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締
役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し
ました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監 査 等 委 員 長
（社外取締役） 山 田 啓 之 ㊞
監 査 等 委 員
（社外取締役） 石 原 真 淑 ㊞
監 査 等 委 員
（社外取締役） 生 田 美 弥 子 ㊞

2023年５月18日
株式会社カオナビ　監査等委員会

　
以　上
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会場：東京都港区赤坂一丁目８番１号
赤坂インターシティAIR　４Ｆ（入口３F）
赤坂インターシティコンファレンス　401

交通 溜池山王駅 （東京メトロ銀座線、南北線９番出口から、溜池交差点を渡り右折
してすぐ。14番出口は地下から直結。）

国会議事堂前駅 （東京メトロ千代田線、溜池山王駅地下通路に直結）
※赤坂インターシティAIRには駐車場はございますが、混雑が予想されますので、
公共交通機関をご利用ください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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